
評価の視点 配点

本業務を理解し、業務委託の目的を踏まえた提案がなされているか。 10

・事業の実施方法が、具体的かつ適切な提案となっているか。

・子どもの権利擁護に関する十分な理解や子どもの最善の利益を尊重する姿勢があるか。
20

・事業を円滑に実施できる人員・体制が確保されているか。

・個人情報保護が適切に管理される体制が確保されているか。
30

・児童相談所や児童養護施設等から独立し、子どもの立場に立った支援が可能か。

・法人の事業内容や受託実績は、本事業の受託者として適切と認められるか。
30

積算内訳及び根拠が明確に示されており、見積額が企画提案内容に対して、

見合ったものとなっているか。
10

団体

見積金額の

妥当性
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